
 

 

印税・原稿料に関する消費税インボイス制度について 

 

 

日頃より小社出版事業に多大なお力添えを頂きまして心から御礼申し上げます． 

さて，2023 年 10 月１日より，消費税インボイス制度（詳細は２ページ目以降をご覧ください）が開始

されます．これに伴いまして，著者・執筆者の皆様に小社の消費税インボイス制度対応についてお知らせ

いたします． 

 

これまで書籍・雑誌のご印税や原稿料については，著者・執筆者の皆様個人の所得税対象（雑所得）とし

て取り扱わせて頂いておりますため，ご印税・原稿料のお支払時に「支払調書」を発行させて頂いており

ます．また，消費税法上では著者・執筆者の皆様は「免税事業者」と認識させて頂いております． 

 

消費税インボイス制度では，著者・執筆者の皆様は消費税の「課税事業者」か「免税事業者」かを選択す

ることができますが，課税事業者を選択された場合は，皆様が消費税の確定申告を行う必要がございます． 

小社といたしましては，先生方に所得税確定申告に加えて消費税確定申告をお願いすることは，多大なお

手数をお掛けすることになりますので，従来のとおり「免税事業者」としての取扱いを継続させて頂きた

く存じます． 

 

なお，著者・執筆者の皆様の中には「課税事業者」を選択される場合もあろうかと存じます．その場合に

は，消費税課税事業者として「適格請求書発行事業者」の登録番号をお知らせ頂く必要がございます． 

 

新規にご執筆される著者・執筆者の皆様は，編集部よりお渡しさせて頂く確認書類に事業者区分をお尋ね

する項目を設けましたので，お振込口座等の情報とともにご記入の上，編集部までご提出いただければと

存じます．「課税事業者」をご選択された場合は，後日，総務部より適格請求書発行事業者登録番号をお

伺いさせて頂きます． 

既に弊社でご執筆頂いている著者・執筆者の皆様は，8月中にインボイス制度に関する文書を送付させて

頂いておりますので，必要項目をご記入頂き，返信用封筒でご返送頂ければ幸いです．ご返信を頂けない

場合は，誠に勝手ながら免税事業者として取り扱わさせて頂きます．なにとぞご理解ならびにご協力賜り

ますよう宜しくお願い申し上げます． 

 

本件に関するお問い合わせ等がございましたら，下記担当までご連絡をお願い申し上げます． 

連絡先：株式会社サイエンス社 総務部 

    TEL：03-5474-8500 FAX：03-5474-8900 E-mail：scgeneral@saiensu.co.jp 

 

消費税インボイス制度の詳細については，国税庁または近隣税務署にお問い合わせ下さい． 

改めまして，向後とも小社出版事業に益々のお力添えをお願い申し上げます． 

 

2023年 8月吉日 

株式会社サイエンス社 

株式会社新 世 社 

株式会社数理工学社 
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